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(57)【要約】
【課題】電話番号の電話帳への登録を、簡単な操作によ
り、しかも、正確に行うことが可能な通信装置を提供す
る。
【解決手段】通信装置が基地局からの呼び出し信号を検
出すると（Ｓ１）、呼び出しのアラームを鳴らすと同時
に、発信者側から発信者番号を送ってきた場合は（Ｓ２
）、その電話番号データをメモリに記憶して表示部にそ
の電話番号を表示する（Ｓ３）。その後、ユーザのオフ
フック操作により着信し、通話動作が行われる（Ｓ４）
。通話が終了した後、電話帳に登録したい電話番号が選
ばれ、所定の単一の登録操作により（Ｓ５）、電話帳用
メモリに電話番号データが転送されて記憶される（Ｓ６
）。その後、所定の単一の操作により、その電話番号に
対応する登録名が登録されて電話帳メモリに電話番号と
登録名が登録され（Ｓ７）、さらに、単一の電話帳操作
によって、電話番号を選択し、発呼動作をすることがで
きる（Ｓ８）。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した発信者側の電話番号を表示する発信者番号表示手段と、前記受信した発信者側
の電話番号と該電話番号に対応した登録名とを複数登録し、かつ、所定の操作によって選
択した任意の電話番号を発呼する電話帳メモリ手段とを有し、受信して一時的に記憶した
発信者側の電話番号を、所定の単一の操作によって前記電話帳メモリ手段に転送して記憶
するとともに、該電話番号に対応した任意の登録名を、所定の単一の操作によって登録し
、該登録した電話番号を、所定の単一の操作によって選択して発呼することを特徴とする
通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、より詳細には、発信者側が送信した発信者側の電話番号を受信し
、その電話番号を記憶することが可能な通信装置に関し、携帯電話やＰＨＳに応用可能な
通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明に関する従来技術として、例えば、特許文献１や特許文献２に開示されたものが
ある。
【０００３】
　上記特許文献１に開示されたものは、電話回線により送られてくる発信者電話番号を利
用した多機能電話機で、発信者電話番号を電話機の短縮ダイヤル機能または再ダイヤル機
能によって登録することにより、電話番号の登録の操作を簡単にするというもので、電話
機が着信すると、電話回線から送られてくる発信者電話番号をマイクロコンピュータで認
識してＲＡＭに記憶し、再ダイヤルの場合は、再ダイヤルボタンが押されると、マイクロ
コンピュータがＲＡＭからデータ（再ダイヤルの電話番号）を読み出すことにより発信し
、また、短縮ダイヤルの場合は、電話の着信後、電話回線から送られてくる発信者電話番
号を、通話中に、登録ボタンに続いて２桁の数のダイヤルボタンを押すことにより、短縮
ダイヤルとして、マイクロコンピュータによってＲＡＭに記憶させるというものである。
【０００４】
　また、上記特許文献２に開示されたものは、網インタフェースで受信した発信者番号と
呼出し音として音声等とを対応づける制御回路を設けて、通話中に登録キーを操作するこ
とにより、発信者番号の登録と呼出し音の録音とを簡単な操作のみで同時に行えるように
した発信者情報登録機能付き電話機で、通話中に音声等の呼出し音と発信者番号とを対応
させて登録する場合には、登録キーを押下して制御回路に登録を開始する信号を送出し、
これにより、制御回路は網インタフェースを介して送られてくる音声等の呼び出し音の録
音を開始し、そして、登録キーの押下を中止して制御回路に登録を終了する信号を送出し
、これにより、制御回路は録音を終了し、同時に発信者番号と音声等の呼び出し音とを対
応させ、次に、ここで変更がなければ、登録場所指定キーを押下することにより、メモリ
の所定の場所に発信者番号と音声等とが対応づけられた情報が書き込まれて登録が完了す
るというものである。
【特許文献１】特開平１－２８０９５０号公報
【特許文献２】特開平３－７６４５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１や特許文献２に開示されたものは、発信者側の電話番号を登録
する際には、いずれも、電話機のキーで入力しなければならず、操作が煩雑で、しかも間
違いも多かった。
【０００６】



(3) JP 2008-199678 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

　本発明は、上述のような実情を考慮してなされたもので、電話番号の電話帳への登録を
、簡単な操作により、しかも、正確に行うことが可能な通信装置を提供することを目的と
してなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、受信した発信者側の電話番号を表示する発信者番号表示手段と、前
記受信した発信者側の電話番号と該電話番号に対応した登録名とを複数登録し、かつ、所
定の操作によって選択した任意の電話番号を発呼する電話帳メモリ手段とを有し、受信し
て一時的に記憶した発信者側の電話番号を、所定の単一の操作によって前記電話帳メモリ
手段に転送して記憶するとともに、該電話番号に対応した任意の登録名を、所定の単一の
操作によって登録し、該登録した電話番号を、所定の単一の操作によって選択して発呼す
ることを特徴とし、簡単な操作で、しかも、正確に発信者側の電話番号の登録ができるよ
うにしたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、受信した発信者側の電話番号を表示する発信者番号表示手段と、前記受信し
た発信者側の電話番号と該電話番号に対応した登録名とを複数登録し、かつ、所定の操作
によって選択した任意の電話番号を発呼する電話帳メモリ手段とを有し、受信して一時的
に記憶した発信者側の電話番号を、所定の単一の操作によって前記電話帳メモリ手段に転
送して記憶するとともに、該電話番号に対応した任意の登録名を、所定の単一の操作によ
って登録し、該登録した電話番号を、所定の単一の操作によって選択して発呼することが
できるので、簡単な操作で、しかも、正確に電話番号の登録をすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、本発明が適用される通信装置の一例を説明するための構成図で、図中、１はＣ
ＰＵ、２はＲＯＭ、３はＲＡＭ、４はＦＲＯＭ、５は表示部、６はキー入力部、７は無線
通信回路部、８はマイク、９はスピーカ、１０はアンテナである。
【００１０】
　図１に示した例について、以下に説明する。ＣＰＵ１は、この装置あるいはシステム全
体を制御するCentral Prossesing Unitである。ＲＯＭ２には、この装置あるいはシステ
ム全体を制御するためのファームウェアが格納されており、ＣＰＵ１はそのプログラムに
よって動作する。ＲＡＭ３には、ＣＰＵ１が動作する上で必要なワークエリアが形成され
、ＣＰＵ１により、データの一時記憶装置として使用される。
【００１１】
　ＦＲＯＭ４は、電話番号と登録名を記憶するメモリである。表示部５は、電話番号や登
録名等を表示するものである。キー入力部６は、電話番号や登録名を入力したり、他の操
作に使用されるキースイッチである。無線通話回路部７は、マイク８から入力された音声
信号を無線信号に変換してアンテナ１０から送出し、また、アンテナ１０で受信した無線
信号を音声信号に変換してスピーカ９に送出するものである。
【００１２】
　図２は、本発明による通信装置の一実施例を説明するためのフローチャート図である。
請求項１の発明は、図２に示したように、通信装置が基地局からの呼び出し信号を検出す
ると（Ｓ１）、呼び出しのアラームを鳴らすと同時に、発信者側から発信者番号を送って
きた場合は（Ｓ２）、その電話番号データをメモリに記憶して表示部にその電話番号を表
示し（Ｓ３）、その後、ユーザのオフフック操作により着信し、通話動作が行われ（Ｓ４
）、通話が終了した後に、電話帳に登録したい電話番号が選ばれて、所定の単一の登録操
作、例えば、メモリボタンを押す等によって（Ｓ５）、電話帳用メモリに電話番号データ
が転送されて記憶され（Ｓ６）、その後、所定の単一の操作によって、その電話番号に対
応する登録名が登録されて電話帳メモリに電話番号と登録名が登録され（Ｓ７）、さらに
、単一の電話帳操作によって、電話番号を選択し、発呼動作をすることができる（Ｓ８）
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というものである。また、ユーザが上述のような通話動作を行わなかった場合でも、上述
と同様、電話帳への電話番号と登録名の登録は可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明が適用される通信装置の一例を説明するための構成図である。
【図２】本発明による通信装置の一実施例を説明するためのフローチャート図である。
【符号の説明】
【００１４】
１…ＣＰＵ、２…ＲＯＭ、３…ＲＡＭ、４…ＦＲＯＭ、５…表示部、６…キー入力部、７
…無線通信回路部、８…マイク、９…スピーカ、１０…アンテナ。
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